
Journal of JSES － 50 － 2024 年

1．はじめに

筆者は，2008 年に国際電気標準会議（International
Electrotechnical Commission：IEC）の国際無線障
害 特 別 委 員 会（Comite international Special des 
Perturbations Radioelectriques：CISPR）の国際エ
キスパートに就任し，無線障害の原因となる各種機
器からの妨害波の限度値と測定法を規定するCISPR
規格の整備に従事してきた．また，IEC の太陽光発
電システムに関わる国際規格を整備する技術委員会

（Technical Committee：TC）TC82 にて，太陽光発
電 イ ン バ ー タ（Photovoltaic power generating 
inverter：PV-INV） に 対 す る 電 磁 両 立 性

（Electromagnetic compatibility：EMC）要件の国際
規格化を 2013 年に提案し，2014 年よりプロジェク
ト リ ー ダ ー と し て，PV-INV の EMC 規 格 IEC
62920 の整備に従事してきた．
　本稿では，筆者のそれら EMC に関する国標準化
活動を基に，PV-INV の EMC 規格策定の経緯や最
近の動向，そして，近年，課題となっている太陽光
発電システムに関わる EMC 要件整備動向について
報告する．
　2 章では，EMC 国際規格の基礎知識として，
EMC に関する IEC の委員会の構成，EMC に関わ

る国際規格の策定ルールおよび規格体系について説
明する．
　次に，3 章では PV-INV に関わる EMC 規格策定
の経緯を報告する．
　 続 い て，4 章 で は PV-INV の EMC 規 格 IEC 
62920 の改定状況を報告する．
　最後に，5 章では太陽光発電システムに関わる
EMC 要件整備動向と課題検討のために実施した実
証試験について報告する．

2．�EMCに関する IEC 委員会や規格策定ルー
ル

　IEC では，エミッション要件やイミュニティ要件
を規定する EMC 規格を策定する際のルールや，各
技術委員会の規格策定の責務，EMC 規格体系など
を Guide 107 で定めている．
　図 1 に EMC に関する IEC の技術委員会の構成を
示す．図 1 に示すように，IEC では EMC に関する
技術委員会は大きく二つに分類される．一つは，図
中（1）の TC77 と図中（2）の CISPR で構成される
EMC 委員会，もう一つは図中（3）で構成される製
品委員会である．TC77 は，電力品質確保およびイ
ミュニティに関する要件を規定する IEC 規格の整
備を行い，CISPR は，電磁環境保護（無線業務保護）
に関する要件を規定する IEC および CISPR 規格の
整備を行っている．製品委員会は，個別製品に対す
る EMC 要件を規定する IEC 規格の整備を行ってお
り，TC82 の他に，図 1 に示すように，モータインバー
タや UPS 直流電源などのパワーエレクトロニクス
機器の国際規格を整備する TC22 などがある．
　EMC に関する IEC の委員会には，もう一つ，図
1 中（4）の EMC 諮問委員会（Advisory Committee 
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（Electromagnetic Interference：EMI）による電力
品質や電磁環境への影響を低減するためのエミッ
ション要件と，周囲からの電磁妨害に対する PV-
INV の耐量（Electromagnetic susceptibility：EMS）
に関するイミュニティ要件の 2 つの要件について規
定している．さらに，製品規格として，PV-INV の
EMC 要件の評価結果の信頼性と再現性の向上のた
めに，PV-INV に対する EMI 要件や EMS 要件の評
価に必要な測定器の配置，試験条件，動作条件を
IEC 62920 で具体的に規定している．

3．�太陽光発電インバータに関わる EMC規格
策定の経緯

　本章では，EMC 委員会における PV-INV の EMC
規格策定動向について 3.1 章で報告する．また，
PV-INV の EMC 規格 IEC 62920 の策定動向を 3.2
章で報告し，第 1 版策定時に課題となった大容量イ
ンバータの伝導妨害波電圧の測定方法の妥当性検証
について報告する．
3.1　�EMC委員会における太陽光発電インバータ

のEMC規格策定動向
　IEC では，主に太陽光発電システムを対象に，低
圧電力系統に接続される分散型電源に対する電力品
質に関する EMC 要件整備が 2007 年頃から進めら
れており，「低圧系統での分散型電源に対する低周
波の電磁耐性と電磁放射の要求事項の評価方法」を
整理した技術報告書（Technical Report：TR）IEC 
TR 61000-3-15 が 2011 年に発行された．さらに，
IEC TR 61000-3-15 を基に，PV-INV 以外も対象に
した「インバータ式電力供給設備の高調波電流の限
度値」を規定した技術仕様書が IEC TS 61000-3-16
が，2023 年に発行された．
　一方，電磁環境保護のための太陽光発電システム
に対する高周波 EMI 要件の整備が 2007 年に日本か
ら CISPR に提案された．これを受けて，日本主導
の下で，工業・医療・科学装置に対する EMI 要件
を規定する国際規格 CISPR 11 への太陽光発電シス
テムに対する高周波 EMI 要件の導入を目指すプロ
ジェクトが 2008 年より開始された．
　2007 年の当初の提案では，太陽光発電システム
の設置場所における放射および伝導妨害波の測定を
要求する規格が提案された．この提案では，CISPR
規格では現在でも要件対象外となっている 9 kHz
から 30 MHz の電界放射妨害波測定や，当時はまだ
要件対象外となっていた 9 kHz から 30 MHz の交
流電源ポートおよび直流電源ポートの伝導妨害波の

on Electromagnetic Compatibility：ACEC）がある．
ACEC は EMC 委員会と製品委員会の代表で構成さ
れ，EMC 委員会の策定した規格が製品委員会で適
切に適用されているかを管理し，EMC 委員会と製
品委員会の間の調整を行う．また，EMC 規格策定
ルールを定めた Guide 107 の整備も ACEC の責務
の一つである．さらに，ACEC では，IEC で新たに
提案もしくは改定される国際規格および技術仕様書

（Technical Specification：TS）が EMC に関連する
用語を一つでも含んでいる場合には，提案書原案に
対する各国意見照会の段階で，提案内容が Guide
107 を準拠しているか監視を行っている．
　Guide 107 は，2009 年に IEC 標準化管理協議会で
義務化された．Guide 107 は，図 2 のように EMC
に関わる国際規格の体系を定め，エミッションやイ
ミュニティに関する規格を策定する場合のルールを
以下のように定めている．

（1）エミッション規格策定の場合のルール
- �TC 77 と CISPR がエミッション限度値や測定要

件を作成する責務を有する
- 製品委員会は自身の製品のためのエミッション

限度値や測定要件を独自に規定できない
- 製品委員会が限度値や測定要件の改定する場合

には，製品委員会は TC 77 と CISPR の支援を受
け，助言を仰がなければならない

（2）イミュニティ規格策定の場合のルール
- �TC 77 がイミュニティに関する EMC 基本規格を

作成する責務を有する
- �製品委員会は，EMC 基本規格で規定された試験

に関する要件を参照しなければならない
- �TC 77 はイミュニティレベルを設定する際の助言

や支援を製品委員会に対して行う
IEC 62920 は，この Guide 107 に従って，EMC 委

員会が策定する基本規格，共通規格，製品群規格を
参 照 し，PV-INV に 起 因 す る 電 磁 妨 害

図 2　EMC に関わる国際規格の体系
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DC コンバータに起因する無線障害が欧州で問題に
なっており，また，蓄電装置が併設される PV-INV
が市場に普及されるようになったことから，2019
年に発行された CISPR 11 第 6.2 版にて，それらを
包含する改定を行った．2024 年 2 月に発行された
CISPR 11 第 7 版では大きな変更は無いが，2024 年
春以降に始まった CISPR 11 の第 7 版改定作業では，
太陽光発電モジュールや蓄電装置以外が接続される
直流電源ポートの伝導妨害波の要件整備や，最近話
題になっている低圧直流系統の EMI 要件の検討を
行っている．
3.2　�太陽光発電インバータの EMC 規格 IEC 

62920の策定動向
　前述したように，2013 年に IEC の TC82 にて
PV-INV の EMC 国際規格策定を提案し，2014 年よ
りプロジェクトリーダーとして，IEC 62920 の策定
を開始した．
　IEC 62920 第 1 版では，図 3 に示すように，PV- 
INV が設置される環境を住宅環境と工業環境の二
つに分類した．さらに，製品群規格 CISPR 11 で規
定している高周波エミッション要件のクラス分けと
整合させるために，住宅環境に設置される PV-INV
を Class B，工業環境に設置される PV-INV を Class 
A として，二つのクラスに分類した．Class A にお
いては，中圧電力系統に接続，もしくは降圧変圧器
を介して接続される PV-INV を包含することとし
た．
　また，公共の電力系統に接続されず，単独で動作
する PV-INV も IEC 62920 の対象とした．ただし，
太陽光発電システムを構成する DC/DC コンバータ
は，CISPR 11 で検討中であるとして，第 1 版では
包含しなかった．
　CISPR 11 と同様に，IEC 62920 でも，PV-INV の

測定方法および限度値の整備が提案された．
　この提案に対して，国際規格 CISPR 11 の整備を
行う CISPR B 小委員会にて以下が合意され，日本
主導の下で 2008 年よりプロジェクトが開始された．
- �太陽光発電システムを構成する系統連系電力変換

装置（Grid Connected Power Converter：GCPC）
に対する高周波 EMI 要件を整備する

- �太陽光発電システムの設置場所測定ではなく，
GCPC の型式試験のための試験場における測定方
法および限度値を CISPR 11 で規定する

- �交流電源ポートの伝導妨害波については，他の電
気機器と同様に，測定方法は CISPR 16-2-1 を適
用 し， 限 度 値 に は 150 kHz か ら 30 MHz の
CISPR 11 の既存の限度値を適用する

- �30 MHzから1 GHzまでの放射妨害波については，
太陽電池モジュールを含まず，GCPC のみの電界
放射測定とし，測定方法は CISPR 16-2-3 を適用し，
限度値には CISPR 11 の既存の限度値を適用する

- �直流電源ポートの伝導妨害波については，測定方
法も限度値も規定が無い（2008 年当時）ことから，
CISPR 11 で新たに規定する
2008 年から始まったプロジェクトでは，主導権

を保持するためには技術的な根拠に基づく規格提案
が重要であると認識し，GCPC の直流電源ポート伝
導妨害波測定方法の検討と限度値の妥当性検証のた
めに，実証試験やシミュレーションによる評価検証
を日本主導で行った．また，太陽光発電システムを
構成する GCPC に対する高周波 EMI 要件を盛り込
んだ規格案の作成も日本主導で進めた．
　その結果，2007 年から 8 年間の取り組みの末，
2015 年に発行された CISPR 11 第 6 版に，IEC の
EMC 国際規格として初めて太陽光発電システムを
構成する PV-INV に対する高周波 EMI 要件が導入
された．ただし，CISPR 11 第 6 版では，要件適用
に対して下記の条件が付加されていた．
- �PV-INV に対する高周波 EMI 要件は，家庭用の

小容量インバータからメガソーラーを構成する大
容量インバータのすべて

- �PV-INV は GCPC のみが対象
- �電力系統に接続されない電力変換装置は対象外
- �直流電源ポートの伝導妨害波測定は，太陽光発電

システムを構成する GCPC のみ
- �蓄電池などその他の直流電源に対する直流電源

ポートは適用外
しかし，CISPR 11 第 6 版が発行された 2015 年頃

は，太陽光発電モジュールに直接接続される DC/ 図 3　IEC 62920 第 1 版の適用範囲
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ミッション測定を行うための擬似電源回路網であ
り，DC-AN は直流電源ポートのための擬似電源回
路網である．
　図 4 は CISPR 16-2-1 で規定されている擬似電源
回路網を用いた正規の伝導妨害波エミッション測定
法を示す．図 5 は，擬似電源回路網を電圧プローブ
として使用する代替法として CISPR 16-2-1 に記載
されている伝導妨害波エミッション測定法を示す．
　伝導妨害波エミッション測定の際，試験設備や測
定器の容量制限により，PV-INV の運転容量は正規
および代替ともに 80 kW 運転に制限した．同様の
理由により，伝導イミュニティ試験の際には 8 kW
運転に，放射妨害波エミッションおよび放射イミュ
ニティの場合は 150 kW 運転に制限した．高調波お
よ び 電 圧 変 動 の 低 周 波 エ ミ ッ シ ョ ン 測 定 は，
500 kW 定格運転にて実施することが出来た．
　ドイツでの試験では，正規測定法と代替測定法の
相対的な比較評価を実施することが出来，代替測定
法の有用性を確認することが出来た．しかし，試験
設備や測定器の容量制限により，500 kW の定格運
転での検証は出来なかったことから，大容量イン
バータの定格容量運転状態での高周波伝導および放
射妨害波エミッション測定の妥当性の検証を目的と
して，ドイツでの試験の約 2 年後の 2016 年 12 月に，
同じ 500 kW の PV-INV 実機を用いて，福島県郡山
市にある産業技術総合研究所 福島再生可能エネル
ギー研究所（通称 FREA）の電波暗室にて，高周
波伝導および放射妨害波エミッション測定の実証試
験を行った．日本での試験は，ドイツでの実証試験
結果の妥当性および再現性を評価検証することも目
的の一つであった．
　図 6 に正規の高周波伝導妨害波エミッション測定
の試験環境を示す．伝導妨害波電圧測定は国内試験
機関が保有する擬似電源回路網を用いて実施した．

EMC 要件は家庭用の小容量インバータからメガ
ソーラーを構成する大容量インバータのすべてに適
用すると規定した．しかし，CISPR 11 では，大容
量インバータの EMI 要件と EMS 要件の両方にお
いて，測定方法，試験方法の妥当性が十分に検討さ
れておらず，具体的な測定方法や条件が規定されて
いなかった．そこで，2015 年 1 月に，500 kW の
PV-INV 実機を用いて，IEC 62920 第 1 版で提案さ
れているエミッション要件およびイミュニティ要件
とそれらの試験方法の妥当性の検証を，ドイツの
PV-INV メーカーの試験場にて下記の試験項目を実
施した．
- �高調波および電圧変動の低周波エミッション測定
- �高周波伝導妨害波エミッション測定
- �高周波放射妨害波エミッション測定
- �伝導イミュニティ試験
- �放射イミュニティ試験

図 4 と図 5 に高周波伝導妨害波エミッション測定
の試験回路図を示す．図中の PCS が被測定器とな
る 500 kW の PV-INV である．AMN は交流電源ポー
トおよび交流補助電源ポートの高周波伝導妨害波エ

図 5　高周波伝導妨害波エミッション測定（代替） 図 6　高周波伝導妨害波エミッション測定（代替）

図 4　高周波伝導妨害波エミッション測定（正規）
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　改定項目の一つとして，PV-INV の EMC 要件適
用の分類に，共通規格で採用している下記の 3 つの
地域の定義の導入を提案した．
- �住宅地域（Residential location）
- �商業および軽工業地域（Commercial and light

industrial location）
- �工業地域（Industrial Location）
さらに，この 3 つの地域を，第 1.1 版で採用してい
る Class A と Class B の 2 つのクラスに対して以下
のように分類することを提案した．
- �住宅地域に設置される PV-INV は Class B
- �商業および軽工業地域もしくは工業地域に設置さ

れる太陽光インバータは Class A
このクラス分けに対して，一部のプロジェクトメ

ンバーから「商業および軽工業地域に設置される
PV-INV は，住宅地域に設置される太陽光インバー
タと同様に公共低圧電力系統に接続されるため，
Class B と分類するべきである．」との意見があり，
商業および軽工業地域に設置される PV-INV のクラ
ス分けで合意が得られなかった．そこで，Class A
の定義に対し「住宅地域と商業および軽工業地域が
同じ公共定電圧電力系統から供給される場合は，そ
れらの地域に設置される PV-INV は Class B のみと
する」と言う条件付き定義の追加を提案し，クラス
分けの定義について合意を得た．
　その他，以下の 4 つを IEC62920 第 2 版で新たに
追加する要件項目として提案し，2025 年末の発行
を目指している．
- �1GHz から 6GHz までの電界放射妨害波限度値の

追加
- �無線機能付き PV-INV に対する伝導および放射エ

ミッション要件，イミュニティ要件の追加
- �大容量 PV-INV に対する有線通信（LAN）ポー

トの伝導妨害波測定法及び限度値に対する条件付
き要件適用の追加

- �複数直流電源ポートに対する伝導妨害波電圧全
ポート個別測定の要件追加

5．�太陽光発電システムに関わるEMC要件整備
動向とその対応のための実証試験について

　近年，太陽光発電システムからの不要な電波によ
る無線通信への障害事例が国内外で報告されてい
る．

オランダ最大のアマチュア無線協会 VERON が，
「92％の太陽光発電設備が欧州 EMC 指令に適合し
ていない」と 2021 年 5 月に報告した 1）．さらに，

正規の測定方法では，擬似電源回路網の電流容量制
限のため太陽光インバータは 32 kW 運転に制限さ
れている．図 7 は高周波伝導妨害波エミッション測
定の代替法の試験環境を示す．図 6 で使用した擬似
電源回路網を電圧プローブとして使用し，図 5 の回
路構成となるように，国内試験機関が準備したコモ
ンチョークを設置した．擬似電源回路網による電流
制限や，試験設備のフィルタ装置など電流制限が無
くなったことから，500 kW 定格運転による試験が
可能となった．
　試験の結果，ドイツでの測定結果との整合性が確
認でき，コモンチョークを適切に配置することで
500kW 定格運転での伝導妨害波電圧測定が可能で
あることが確認でき，代替測定法の妥当性が確認で
きた．
　2017 年に発行された IEC 62920 の第 1 版には，
これらドイツおよび日本での実証試験結果を参考し
た大容量インバータのエミッションおよびイミュニ
ティ要件評価試験代替法が Annex D として記載さ
れている．
　IEC 62920 第 1 版 の 修 正 版 で あ る 第 1.1 版 は，
2021 年に発行され，CISPR 11 第 6.2 版で追加され
た太陽光発電モジュールに直接接続される DC/DC
コンバータや蓄電装置が併設される PV-INV も対象
機器として追加された．IEC 62920 第 1.1 版では，
中型サイズの PV-INV の電界放射 5 m 離隔距離測
定の限度値を追加し，CISPR 16-2-3 を基に中型サイ
ズの定義も追加した．

4．�太陽光発電インバータの EMC 規格 IEC 
62920の改定状況

　2022 年 2 月より，IEC 62920 の第 2 版発行を目的
として，第 1.1 版の改定作業を開始し，2022 年 9 月
に規格改定原案第 1 版を各国に回付した．

図 7　高周波伝導妨害波エミッション測定（代替）
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る．また，大型大容量機器に対する設置場所測定法
と放射妨害波限度値の任意距離換算を規定する規格
CISPR 37 の作成を検討している．
　CISPR 37 作成検討においても，図 8 に示すよう
に実際に PV-INV を用いた測定法や距離換算の検証
を行い，技術的な根拠に基づく測定法や距離換算の
提案を進めている．検証に使用した PV-INV は，ド
イツと日本で実施した実証試験で使用した 500 kW
実機の電流容量を 1/250 にした実験用の 2 kW 機で
あるが，半導体スイッチング素子や制御装置は
500 kW 実機と同じものを使用している．また，ス
イッチング周波数も 500 kW 実機と同じ設定にして
いる．太陽光発電モジュールは，直流電圧動作仕様
に合わせて直列数を調整し，ループを形成するよう
に配線した．ただし，フレームアースは接地してい
ない．
　実験用 PV-INV を用いた放射妨害波測定におい
て，CISPR 37 で課題となっている下記項目につい
て検証し，提案している測定法の妥当性を確認した．
- �被測定装置周辺の放射測定用アンテナ基準点
- �基準点からの放射測定用アンテナの設置距離
- �放射測定用アンテナの方向
- �被測定装置の動作条件
- �被測定装置に接続される電力線の影響
- �周囲外乱ノイズの影響
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太陽光発電関連の世界的なニュースサイト「pv 
magazine」の 2021 年 12 月の記事 2）では，「スウェー
デンの電気安全庁が市場買い上げ検査を行った．そ
の結果，太陽光発電モジュールに直接接続される
DC/DC コンバータや多端子直流電源ポートの PV-
INV のいくつかが EMC 要件に適合していないと指
摘し，それらを販売するメーカーに対して，スウェー
デンでの販売を禁止した」と報じられた．また，「こ
の検査は，警察，航空機，軍の無線通信が太陽光発
電システムによって妨害されたとの複数の報告が
切っ掛けとなって実施された」とも報じていた．
　国内においても，人命に関わる無線設備に障害を
与えた事例が総務省より報告 3）されており，「太陽
光発電システムを原因とする無線通信への障害防止
について」の文書が発行された．この文書では，無
線通信への影響を低減させる具体的な方法として，
以下の 4 つを提示している．

（1）国際規格で規定された EMI 要件に適合した製
品の選定

（2）無線通信への影響を考慮した製品設置及び設備
施工

（3）製品設置後の無線通信障害発生時の EMI 対策
（4）製品設置後の無線通信障害発生時の EMI 発生

源除去
上記（1）は，製品に対する要求事項であり，欧

州だけでなく，中国，韓国などのアジア各国でも，
IEC 国際規格を基に既に法的制度として義務化され
ている．一方，上記（2）,（3）,（4）は，設備やシ
ステムに対する要求事項であり，一部の設備に対し
てのガイドラインや IEC 文書では技術報告書とし
て整備されているが，国際規格化までには至ってい
ない．ただし，CISPR では，装置設置後の設置場
所での EMI 測定法を CISPR 16-2-3 で規定しており，
CISPR 11 では，住宅環境以外に設置される機器の
設置場所における放射妨害波の限度値を規定してい

図 8　実装置による設置場所測定の妥当性検証




